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【公表日】平成27年11月5日(2015.11.5)
【年通号数】公開・登録公報2015-068
【出願番号】特願2015-516180(P2015-516180)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｇ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/13     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/915    (2006.01)
   Ｇ０７Ｃ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｇ    1/00     　　　Ｄ
   Ｇ０８Ｇ    1/13     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/91     　　　Ｋ
   Ｇ０７Ｃ    5/00     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月6日(2016.6.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両データ管理方法であって、前記方法は、
　車両内に搭載された加速度計から加速度計信号を受信することと、
　前記加速度計信号に基づいて加速度計固有力を決定することと、
　前記車両上の速度センサから、前記車両の速度を示す速度信号を受信することと、
　前記速度の変化率を前記速度信号に基づいて計算することにより、前記車両の瞬間加速
を決定することと、
　現在観察中の加速を前記加速度計固有力および前記瞬間加速のうち低い方の値として選
択することと、
　前記車両に搭載したカメラで動画素材を取り込むことと、
　前記現在観察中の加速が事前設定された安全な力の値を超えた時間に該当する前記動画
素材にフラグ付けすることを備える、方法。
【請求項２】
　前記車両は前部車室と後部車室を備え、前記カメラは前記後部車室内に搭載されており
、前記動画素材を取り込むことは、前記後部車室内にいる患者の少なくとも一部を含んだ
動画素材を取り込むことを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記車両は、前部車室と後部車室を備え、前記カメラは前記後部車室内に搭載されてお
り、前記動画素材を取り込むことは、前記後部車室内にいる救急サービス技能者の少なく
とも一部を含んだ動画素材を取り込むことを備える、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記時間は、現在観察中の加速が事前設定された安全な力の値を超えた時間の範囲であ
る、請求項１から３のいずれか1つに記載の方法。
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【請求項５】
　前記速度が事前設定された安全速度値を超えた時に該当する前記動画素材にフラグ付け
することをさらに備える、請求項１から４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　後進作動インジケータから前記車両が後進運転中であるかどうかを示す逆信号を受信す
ることと、
　スポッタースイッチから、前記車両の背後にスポッターが存在するかどうかを示すスポ
ッタースイッチ信号を受信することと、
　前記車両が後進運転中にあり、スポッターが存在していない時間に対応する前記動画素
材にフラグ付けすることをさらに備える、請求項１から５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記カメラは前記車両の後部またはその付近に、後方向に向いて搭載されている、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　車両データ管理システムであって、前記システムは、
　前記車両内に搭載され、前記車両の加速度計固有力を測定するように構成された加速度
計と、
　前記車両の速度を測定するように構成された速度センサと、
　動画取り込み装置、
　前記加速度計、前記速度センサ、前記動画取り込み装置に通信可能に接続し、車両記録
を確立するように構成された車両データ管理装置であって、前記車両記録は前記動画取り
込み装置によって取り込まれた動画素材を備えており、前記車両データ管理装置がさらに
、
　前記車両の前記速度の変化率に基づいて瞬間加速を決定し、
　現在観察中の加速を、前記加速度計固有力および前記瞬間加速のうちの低い方の値とし
て決定し、
　前記瞬間加速が事前設定の安全な力の値を超えた時間を示すために、前記車両記録に印
付けするように構成された、車両データ管理装置とを備える、システム。
【請求項９】
　前記車両記録は車両動画記録内に動画素材を備え、前記車両データ管理装置は、前記力
の値が前記安全な力の範囲外にある時を示すために前記車両動画記録に印付けするように
さらに構成されている、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記車両データ管理装置はさらに、前記力の値が前記安全な力の範囲外にある時の範囲
を示すために前記車両動画記録に印付けするように構成されている、請求項９に記載のシ
ステム。
【請求項１１】
　方法であって、
　救急医療サービス事象中に特定の緊急車両が辿った経路を示すマップと、前記経路に沿
った位置にある車両画像とを表示することと、
　前記車両が前記経路に沿った前記位置にあった時に該当する、救急医療サービス事象中
に緊急車両から取り込んだ視覚データを表示することとを同時に備える、方法。
【請求項１２】
　前記視覚データは動画素材であり、前記視覚データを表示することは、前記動画素材を
再生することを備え、前記方法は、前記車両画像を前記経路に沿って移動させることを、
前記動画素材の再生が示す前記車両の位置と一致するよう同期させることをさらに備える
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記位置は第１位置であり、前記方法はさらに、
　前記車両画像を前記経路に沿って第２位置へ移動させる要求を受信することと、
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　前記車両画像を前記第２位置に示すように前記マップを更新することと、
　前記要求に基づいて、前記車両が前記第２位置にあった時に該当する前記視覚データを
表示することを備える、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　車両データ管理システムであって、前記システムは、
　緊急車両に配置された運転手識別装置であって、前記緊急車両の現在の運転手の身分証
明の提示を受信するように構成され、前記緊急車両は前記現在の運転手が着座するように
構成された前部車室と、患者および少なくとも１人の救急医療専門家を受容するように構
成された後部車室とを設けている、運転手識別装置と、
　前記緊急車両に配置されており、前記緊急車両が経験する特定の力を示すように構成さ
れた加速度計と、
　前記緊急車両に配置されており、前記緊急車両の速度を示すように構成された速度感知
装置と、
　前記後部車室内に配置され、前記後部車室に関する視覚情報を取り込むように構成され
た動画取り込み装置と、
　前記運転手識別装置、前記加速度計、前記速度感知装置、前記動画取り込み装置に通信
可能に接続している車両データ管理装置であって、車両記録を確立するように構成されて
おり、前記車両記録は前記動画取り込み装置によって取り込まれた動画素材を備え、前記
車両データ管理装置はさらに、
　前記特定の力および速度のうち一方または両方が特定の範囲外にあるか否かを決定する
ように、および、
　前記決定に基づいて、前記車両記録内にフラグを作成するように構成されている、車両
データ管理装置とを備える、システム。
【請求項１５】
　前記動画取り込み装置は第１動画取り込み装置であり、前記運転手識別装置は、前記前
部車室内に配置され、前記現在の運転手に関する視覚情報を受信するように構成された第
２動画取り込み装置である、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記運転手識別装置は磁気カードリーダである、請求項１４または１５に記載のシステ
ム。
【請求項１７】
　前記運転手識別装置はＲＦＩＤトランシーバである、請求項１４または１５に記載のシ
ステム。
【請求項１８】
　シートベルトが締められていることを示すように構成されたシートベルトセンサをさら
に備え、前記車両データ管理装置はさらに、前記シートベルトが締められているか否かを
決定し、前記決定に基づいて車両記録にフラグを付けるように構成されている、請求項１
４から１７のいずれか1つに記載のシステム。
【請求項１９】
　後進スポッターの存在を示すように構成されたスポッタースイッチと、前記車両が後進
運転中であるかどうかを示すように構成された後進作動信号とをさらに備え、前記車両デ
ータ管理装置はさらに、前記後進スポッターが存在しないかどうかを決定し、前記決定に
基づいて前記車両記録に前記フラグを作成するように構成されている、請求項１４から１
８のいずれか1つに記載のシステム。
【請求項２０】
　音声装置をさらに備えており、前記車両データ管理装置はさらに、前記決定に基づき、
前記音声装置によって音声メッセージを再生するように構成されている、請求項１４から
１９のいずれか1つに記載のシステム。
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